
　
あ
き
る
野
市
青
少
年
顕
彰
ふ
る
さ

と
委
員
会
で
は
、
青
少
年
の
善
意
や

親
切
心
を
育
み
、
社
会
に
広
め
て
い

く
こ
と
を
目
的
に
、
青
少
年
善
行
表

彰
式
を
行
い
ま
す
。

　
お
近
く
に
対
象
に
な
る
方
が
い
ま

し
た
ら
推
薦
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
対
象
　
市
内
在
住
の
25
歳
未
満

　
（
平
成
26
年
10
月
１
日
現
在
）
の

　
青
少
年
の
方
や
青
少
年
団
体

▽
主
な
表
彰
種
別

　●

小
さ
な
親
切

　●

公
共
生
活
へ
の
貢
献

　●

環
境
の
美
化

　●

社
会
福
祉

　●

青
少
年
指
導

　●

自
然
と
文
化
財
愛
護

　●

緊
急
時
貢
献
　

　●

芸
術
文
化
へ
の
貢
献

　●

ス
ポ
ー
ツ
へ
の
貢
献

▽
推
薦
方
法
　
９
月
５
日
（金）
ま
で
に
、

　
生
涯
学
習
ス
ポ
ー
ツ
課
で
配
布
す

　
る
推
薦
書
に
必
要
事
項
を
記
入

　
し
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
推
薦

　
書
を
審
査
の
上
、
表
彰
該
当
者
を

　
選
考
し
ま
す
。

※
推
薦
書
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

　
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

▽
表
彰
式

　●

日
時
…
11
月
３
日
（月）
　
午
後
３
時

　●

場
所
…
ま
ほ
ろ
ば
ホ
ー
ル

▽
申
込
み
・
問
合
せ
　
生
涯
学
習
ス

　
ポ
ー
ツ
課
生
涯
学
習
係

　
日
本
に
住
む
20
歳
以
上
60
歳
未
満

の
方
は
、
本
人
が
直
接
、
国
民
年
金

に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

（
厚
生
年
金
保
険
や
共
済
組
合
に
加

入
し
て
い
る
方
を
除
く
）
。
次
の
よ

う
な
手
続
き
が
必
要
で
す
。

▽
会
社
な
ど
を
退
職
し
た
と
き
（
厚

　
生
年
金
保
険
や
共
済
組
合
の
加
入

　
者
で
な
く
な
っ
た
と
き
）
　
退
職

　
し
た
本
人
以
外
に
扶
養
し
て
い
る

　
配
偶
者
が
い
る
方
は
、
同
時
に
手

　
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
（
配
偶
者

　
は
第
３
号
被
保
険
者
か
ら
第
１
号

　
被
保
険
者
に
な
り
ま
す
）
。

▽
退
職
（
失
業
）
に
よ
る
保
険
料
免

　
除
の
特
例
制
度
　
退
職
（
失
業
）

　
な
ど
に
よ
り
保
険
料
の
納
付
が
困

　
難
な
方
の
た
め
に
「
退
職
（
失

　
業
）
に
よ
る
保
険
料
免
除
の
特

　
例
」
制
度
が
あ
り
ま
す
。

▽
持
ち
物
　
年
金
手
帳
、
は
ん
こ

　●

退
職
（
失
業
）
に
よ
る
特
例
免
除

　
を
申
請
す
る
方
…
雇
用
保
険
被
保

　
険
者
離
職
票
か
雇
用
保
険
受
給
資

　
格
者
証
、
公
務
員
の
方
は
退
職
辞

　
令
（
い
ず
れ
も
コ
ピ
ー
可
）

▽
申
請
・
問
合
せ

　●

保
険
年
金
課
年
金
係

　●

五
日
市
出
張
所
市
民
総
合
窓
口
係

　
（
申
請
の
み
）

　●

青
梅
年
金
事
務
所
（
☎
０
４
２
８

　
・
30
・
３
４
１
０
）

　
有
効
期
限
が
平
成
26
年
９
月
30
日

ま
で
の
シ
ル
バ
ー
パ
ス
を
お
持
ち
の

方
は
、
９
月
中
に
更
新
手
続
き
を
済

ま
せ
て
く
だ
さ
い
。
新
し
い
パ
ス
の

有
効
期
間
は
、
発
行
日
か
ら
平
成
27

年
９
月
30
日
ま
で
で
す
。

▽
更
新
方
法
　
現
在
、
シ
ル
バ
ー
パ

　
ス
を
お
持
ち
の
方
に
は
、
（社）
東
京

　
バ
ス
協
会
か
ら
８
月
下
旬
ま
で
に
、

　
「
シ
ル
バ
ー
パ
ス
更
新
申
込
書
」

　
な
ど
が
自
宅
に
郵
送
さ
れ
ま
す
。

　
更
新
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
更

　
新
に
必
要
な
も
の
を
お
持
ち
の

　
上
、
更
新
窓
口
に
申
し
込
ん
で
く

　
だ
さ
い
。

▽
対
象
者
区
分
と
費
用

①
平
成
26
年
度
住
民
税
が
課
税
で
、

　
平
成
25
年
の
合
計
所
得
金
額
が
１

　
２
５
万
円
を
超
え
て
い
る
方
…
２

　
万
５
１
０
円

②
平
成
26
年
度
住
民
税
が
非
課
税
の

　
方
…
千
円

③
平
成
25
年
度
の
経
過
措
置
に
よ
り
、

　
千
円
で
パ
ス
の
発
行
を
受
け
て
い

　
る
方
か
、
平
成
26
年
度
住
民
税
が

　
課
税
で
も
平
成
25
年
の
合
計
所
得

　
金
額
が
１
２
５
万
円
以
下
の
方
…

　
千
円

▽
更
新
に
必
要
な
も
の

　●

全
員
（
①
〜
③
共
通
）

＊
シ
ル
バ
ー
パ
ス
更
新
申
込
書

＊
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
が
確
認

　
で
き
る
も
の
（
保
険
証
や
運
転
免

　
許
証
な
ど
）

　●

現
在
使
用
し
て
い
る
シ
ル
バ
ー
パ

　
ス
（
有
効
期
限
が
平
成
26
年
９
月

　
30
日
の
も
の
）

　●

②
の
方
…
共
通
書
類
に
加
え
て
、

　
次
の
い
ず
れ
か
１
つ

＊
平
成
26
年
度
介
護
保
険
料
納
入

　
（
決
定
）
通
知
書
の
所
得
段
階
区

　
分
欄
に
「
１
〜
４
」
の
い
ず
れ
か

　
が
記
載
の
も
の

＊
平
成
26
年
度
住
民
税
非
課
税
証
明

　
書

＊
生
活
保
護
受
給
証
明
書
（
生
活
扶

　
助
を
受
け
て
い
る
方
）

　●

③
の
方
…
共
通
書
類
に
加
え
て
、

　
平
成
25
年
の
合
計
所
得
金
額
が
１

　
２
５
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と
が
確

　
認
で
き
る
次
の
書
類
の
う
ち
、
い

　
ず
れ
か
１
つ
（
平
成
25
年
度
経
過

　
措
置
に
よ
り
更
新
を
受
け
た
方

　
は
、
所
得
確
認
書
類
は
不
要
）

＊
平
成
26
年
度
介
護
保
険
料
納
入

　
（
決
定
）
通
知
書
の
所
得
段
階
区

　
分
欄
に
「
５
」
が
記
載
さ
れ
た
も

　
の

＊
平
成
26
年
度
住
民
税
課
税
証
明
書

※
住
民
税
課
税
か
非
課
税
証
明
を
取

　
る
場
合
に
は
、
手
数
料
や
本
人
確

　
認
書
類
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

※
同
一
世
帯
以
外
の
方
の
証
明
を
取

　
る
場
合
に
は
、
委
任
状
が
必
要
と

　
な
り
ま
す
。

▽
更
新
窓
口
・
日
時

　●

秋
川
地
区
…
市
役
所
本
庁
舎
１
階

　
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ホ
ー
ル

＊
９
月
10
日
（水）
〜
12
日
（金）
　
午
前
10

　
時
〜
午
後
４
時

　●

五
日
市
地
区
…
五
日
市
地
域
交
流

　
セ
ン
タ
ー
２
階
第
１
展
示
室

＊
９
月
２
日
（火）
・
３
日
（水）
　
午
前
10

　
時
〜
午
後
４
時

▽
問
合
せ
　
（社）
東
京
バ
ス
協
会
・
シ

　
ル
バ
ー
パ
ス
専
用
電
話
（
☎
03
・

　
５
３
０
８
・
６
９
５
０
、
土
曜
・

　
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
午
前
９
時

　
〜
午
後
５
時
）

　
日
ご
ろ
か
ら
ご
み
の
分
別
収
集
に

は
ご
協
力
い
た
だ
い
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
が
、
収
集
時
に
、
食
用
油
が
飛

び
散
る
事
故
も
発
生
し
て
い
ま
す
。

食
用
油
を
処
分
す
る
際
は
、
紙
や
布

に
し
み
こ
ま
せ
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
容

器
な
ど
の
中
身
は
よ
く
抜
い
て
可
燃

ご
み
と
し
て
出
し
て
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
缶
・
金
属
、
び
ん
類
に
つ
い
て

は
、
容
器
の
中
を
洗
浄
し
、
バ
ケ
ツ

や
ダ
ン
ボ
ー
ル
箱
な
ど
に
「
缶
・
金

属
」
と
「
び
ん
類
」
の
２
種
類
に
分

け
て
資
源
と
し
て
出
し
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
ご
み
は
収
集
日
当
日
の
朝

８
時
ま
で
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。
詳

細
に
つ
い
て
は
「
資
源
と
ご
み
の
出

し
方
カ
レ
ン
ダ
ー
」
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

▽
問
合
せ
　
生
活
環
境
課
清
掃
・
リ

　
サ
イ
ク
ル
係
（
直
通
５
５
８
・
１

　
８
３
０
）

　
現
在
お
持
ち
の
マ
ル
障
受
給
者
証

の
有
効
期
限
は
、
８
月
31
日
（日）
で
す
。

新
し
い
マ
ル
障
受
給
者
証
は
所
得
な

ど
の
審
査
後
、
該
当
す
る
方
に
８
月

末
ま
で
に
送
付
し
ま
す
。

　
都
で
は
、
心
身
に
障
が
い
の
あ
る

方
の
う
ち
、
身
体
障
害
者
手
帳
１
、

２
級
（
内
部
障
害
は
３
級
ま
で
）

か
、
愛
の
手
帳
１
、
２
度
の
方
を
対

象
に
、
心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
制

度
（
マ
ル
障
受
給
者
証
の
交
付
）
を

実
施
し
て
い
ま
す
。
こ
の
制
度
は
、

所
得
制
限
な
ど
に
よ
り
対
象
に
な
ら

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▽
対
象
に
な
ら
な
い
方

　●

本
人
（
未
成
年
者
は
世
帯
主
な

　
ど
）
の
前
年
の
所
得
が
別
表
の
制

　
限
基
準
額
を
超
え
る
方

　●

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
を

　
お
持
ち
の
方
で
住
民
税
が
課
税
さ

　
れ
て
い
る
方

　●

生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
方

▽
問
合
せ
　
障
が
い
者
支
援
課
障
が

　
い
者
相
談
係

　
市
で
は
、
新
た
に
就
農
さ
れ
る
方

に
、
農
業
経
営
の
実
現
の
た
め
の
取

組
を
支
援
す
る
「
新
規
就
農
者
提
案

型
支
援
事
業
」
を
開
始
し
ま
す
。

　
こ
の
事
業
は
、
新
規
就
農
者
が
目

指
す
農
業
経
営
プ
ラ
ン
を
提
案
し
て

い
た
だ
き
、
そ
の
内
容
を
審
査
の

上
、
必
要
な
経
費
の
一
部
を
補
助
す

る
も
の
で
す
。
ま
た
、
出
荷
先
は
市

内
の
農
産
物
共
同
直
売
所
（
秋
川
フ

ァ
ー
マ
ー
ズ
セ
ン
タ
ー
、
五
日
市
フ

ァ
ー
マ
ー
ズ
セ
ン
タ
ー
、
秋
川
渓
谷

瀬
音
の
湯
物
産
販
売
所
「
朝
露
」
）

と
な
る
な
ど
の
条
件
も
あ
り
ま
す
。

※
詳
細
は
窓
口
で
説
明
し
ま
す
。

▽
対
象
　
市
が
認
め
る
公
的
な
研
修

　
を
修
了
し
て
い
る
方
で
、
お
お
む

　
ね
65
歳
ま
で
の
方
。
詳
細
は
お
問

　
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▽
申
込
み
方
法
　
９
月
12
日
（金）
ま
で

　
に
事
前
に
電
話
連
絡
の
上
、
来
庁

　
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ
　
農
林
課
農
政
係

　
現
在
、
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
（
祝

日
を
除
く
）
ま
で
の
午
前
９
時
か
ら

午
後
５
時
ま
で
、
市
役
所
３
階
３
０

１
会
議
室
で
各
給
付
金
の
申
請
を
受

け
付
け
て
い
ま
す
。
申
請
か
ら
支
給

ま
で
、
お
お
む
ね
２
か
月
程
か
か
り

ま
す
。
ま
だ
申
請
を
さ
れ
て
い
な
い

方
は
、
９
月
30
日
（火）
ま
で
に
申
請
を

し
て
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ
　
給
付
金
コ
ー
ル
セ
ン
タ

　
ー
﹇
☎
０
５
７
０
・
６
６
６
・
１

　
６
９
（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）
﹈

青
少
年
の

　
善
行
者
を

　
　
　
ご
推
薦
く
だ
さ
い

会
社
な
ど
を

　
　
退
職
し
た
と
き
は
、

国
民
年
金
の
手
続
き
を

　
　
　
　
　
お
忘
れ
な
く

マ
ル
障
受
給
者
証
が

　
　
　
　
更
新
さ
れ
ま
す

新
規
就
農
者
の

ア
イ
デ
ア
を
応
援
し
ま
す

臨
時
福
祉
給
付
金
・

子
育
て
世
帯
臨
時
特
例

給
付
金
の
申
請
を
受
付
中

東
京
都

シ
ル
バ
ー
パ
ス
更
新

　
　
手
続
き
の
お
知
ら
せ

ごみの出し方について

　あきる野市議会では、定
例会を毎年３月、６月、９
月、12月の年４回開催して
います。
　平成26年第３回（９月）
定例会は、９月２日㈫から
開催する予定です。　
※日程は変更になる場合が
　あります。
○問合せ　議会事務局

＊午前９時30分から開会します。
＊請願・陳情は、８月25日㈪までに提出されたものを
　審査します。

月　日 会議名 内　容

一般質問本会議（定例会初日）９月２日㈫

一般質問

総務委員会

９月３日㈬

一般質問

環境建設委員会

９月４日㈭

議案審議など

福祉文教委員会

９月５日㈮

議案審査など

本会議（定例会２日目）

９月10日㈬

議案審査など

本会議（定例会３日目）

９月11日㈭

議案審査など

本会議（定例会４日目）

９月12日㈮

決算特別委員会 議案審査など９月17日㈬

決算特別委員会 議案審査など９月18日㈭

委員長報告
議案審議など

本会議（定例会最終日）９月25日㈭

別表　マル障受給者証所得制限基準額

扶養親族などの数

０人

１人

２人

３人

４人

５人

基　準　額

360万4000円

398万4000円

436万4000円

474万4000円

512万4000円

550万4000円


